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強度評価 
対象機器 

（SA3 機器を
除く） 

下記に示す機器を除く機器
および SA2 支持構造物 

施設時の技術基準に 
対象とする施設の規定 

がある

JSME による評価 
（次ページにて説明） 

クラス UP及び 
条件 UPしない 既工認における評価結果がある

施設時の適用
規格が JSME

施設時の適用

規格が告示 
JSME・告示 

安全側の規格による評価 
適用規格の選定 

（次ページにて説明） 

既工認評価結果の 
確認による評価 

既工認における評価結果がない
施設時の適用

規格が JSME 

施設時の適用
規格が告示 

JSME による評価 
（次ページにて説明） 

JSME・告示 
安全側の規格による評価 

適用規格の選定 
（次ページにて説明） 

施設時の技術基準に 
対象とする施設の規定 

がない
JSME による評価 

同等性を示す方法 

（SA2 に対する同等性） 

a.評価式が規定されていない場合 

(a)長方形板の大たわみ式を用いた評価 

(b)クラス 3 ポンプの規定を準用した評価

b.精緻な評価を実施する場合 

(a)クラス 1 容器（第 1 種容器）の規定を

  準用した評価 

SA2 機器であって 

クラス 1機器 
既工認又は改造工認 

評価結果の確認による評価 

JSME による評価 

高圧ガス保安法又は 
消防法に適合 

（技術基準 17条と同水準） 

クラス 1機器（今回申請）の 
評価結果の確認による評価 

運転状態Ⅲ及び運転状態Ⅳの 

既工認又は今回実施の評価結果がある 

運転状態Ⅲ及び運転状態Ⅳの 

既工認及び今回実施の評価結果がない 

クラス UP又は 

条件 UPする＊ 

SA2 機器であって 
原子炉格納容器 

消火設備用ボンベ 
又は消火器 

①技術基準の規定の有無による差異 

③運転状態Ⅲ・Ⅳの既工認の評価結果有無の違い 

＜評価方法＞ 

火災防護設備用 
水源タンク 

JIS に適合 
（技術基準 17条と同水準） 

SA2 機器であって 

クラス 2機器の規定によらない場合

色分けによる表示 
      ：JSME による評価を実施      ：同等性を示す方法を記載      ：技術基準 17 条と同水準の規格に適合する旨を記載 

＜判断区分（各枠外に記載）＞ 

クラス 1機器 

クラス 2機器 
クラス 3機器 
（消火設備用ボンベを除く） 

（消火器を除く） 
（火災防護設備用水源タンク
を除く） 

クラス 4機器 
ＳＡクラス 2機器 
（クラス 1機器 除く） 

（原子炉格納容器 除く） 

①クラス 1機器 

（RCPB 拡大，改造） 
②クラス 2機器 
（改造） 

③クラス 3機器 
（火災防護設備） 
④クラス 4機器 

（改造） 
⑤ＳＡクラス 2機器 
（支持構造物含む） 

（1） 

（2）

（3）

（4） 

（5）

（6）

（7） 

評価方針（8） 

（9）

（10）

（11）

TK-1-091 改 0 

JSME による評価 
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適用規格の選定 
（前ページより） 

公式による 
評価 相違なし 相違なし

相違あり JSME 

告示 

相違あり JSME 相違なし

相違あり JSME 

告示 

JSME 

容易に判断 
できない 

JSME に規格があるが 
告示には規定がない 

解析による 
評価 相違なし

相違あり JSME 

告示 

評価式の比較 
＜相違の有無＞  ＜安全側の規格＞ 

許容値の比較 
＜相違の有無＞  ＜安全側の規格＞ 

JSME 

JSME に規定があるが 
告示には規定がない 

JSME 

JSME 

告示 

JSME 

JSME 

JSME 
及び告示 

JSME による評価 

（前ページより） 

色分けによる表示 
      ：JSME による評価を実施      ：告示による評価を実施      ：JSME 及び告示による評価を実施し計算書に両規格による評価結果を記載 

JSME 
及び告示 

告示 

JSME 
及び告示 

JSME 

JSME 

JSME 

告示 

＜適用規格＞ ＜判断区分＞ 

JSME 
及び告示 

JSME 

①：JSME による評価 

②：JSME による評価 

③：JSME による評価 

④：告示による評価 

⑤：JSME による評価 

⑥：JSME による評価 

⑦：JSME 及び告示による評価， 
  両規格による強度評価結果を計算書に記載 

⑨：JSME 及び告示による評価， 

  両規格による強度評価結果を計算書に記載 

⑩：告示による評価 

⑪：JSME 及び告示による評価， 
  両規格による強度評価結果を計算書に記載

⑫：JSME による評価 

⑬：JSME による評価 

⑭：JSME による評価 

⑮：告示による評価 

⑯：JSME 及び告示による評価， 
  両規格による強度評価結果を計算書に記載 

⑰：JSME による評価 

容易に判断 
できない 

告示 ⑧：告示による評価 

告示 安全側の規格を容
易に判断できない

JSME 
又は告示 

⑦´：JSME 又は告示による評価 
   安全側の規格による強度評価結果を計算書に記載 

安全側の規格を容
易に判断できる 

告示 

安全側の規格を容
易に判断できない

安全側の規格を容
易に判断できる 

相違なし

相違あり

JSME 
又は告示 

⑨´：JSME 又は告示による評価 
   安全側の規格による強度評価結果を計算書に記載 


